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(57)【要約】
【課題】ビームに関する検査の頻度と生産性との両立の
点で有利なリソグラフィ装置を提供すること。
【解決手段】パターンの形成を複数のビームで基板に行
うリソグラフィ装置であって、複数のビームを基板に照
射する光学系と、光学系を制御する制御部とを備え、制
御部は、基板の第１領域に物品のための第１パターンの
形成を行い、第１領域とは異なる基板の第２領域に複数
のビームの検査のための第２パターンの形成を行うよう
に、光学系を制御することを特徴とする。
【選択図】図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パターンの形成を複数のビームで基板に行うリソグラフィ装置であって、
　前記複数のビームを前記基板に照射する光学系と、
　前記光学系を制御する制御部と、を備え、
　前記制御部は、前記基板の第１領域に物品のための第１パターンの形成を行い、該第１
領域とは異なる前記基板の第２領域に前記複数のビームの検査のための第２パターンの形
成を行うように、前記光学系を制御することを特徴とするリソグラフィ装置。
【請求項２】
　前記第２パターンは、前記複数のビームのうちのビームの強度に関する検査のためのパ
ターンを含むことを特徴とする請求項１に記載のリソグラフィ装置。
【請求項３】
　前記第２パターンは、前記複数のビームのうちのビームのブランキング特性に関する検
査のためのパターンを含むことを特徴とする請求項１または請求項２に記載のリソグラフ
ィ装置。
【請求項４】
　前記第２領域は、前記基板のスクライブラインに対応する領域を含むことを特徴とする
請求項１ないし請求項３のうちいずれか１項に記載のリソグラフィ装置。
【請求項５】
　前記第２領域は、前記基板の上のショット領域の配列の外側の前記基板の上の周辺の領
域を含むことを特徴とする請求項１ないし請求項４のうちいずれか１項に記載のリソグラ
フィ装置。
【請求項６】
　前記制御部は、前記第１パターンの形成の前と後とに、前記第２パターンの形成を行う
ように、前記光学系を制御することを特徴とする請求項１ないし請求項５のうちいずれか
１項に記載のリソグラフィ装置。
【請求項７】
　請求項１ないし請求項６のうちいずれか１項に記載のリソグラフィ装置を用いてパター
ンの形成を基板に行う工程と、
　前記工程で前記パターンの形成を行われた前記基板を現像する工程と、を含むことを特
徴とする物品製造方法。
【請求項８】
　パターンの形成を複数のビームで基板に行う形成工程と、
　前記形成工程で前記パターンの形成を行われた前記基板を検査する検査工程と、
を含む物品製造方法であって、
  前記形成工程は、前記基板の第１領域に前記物品のための第１パターンの形成を行い、
該第１領域とは異なる前記基板の第２領域に前記複数のビームの検査のための第２パター
ンの形成を行い、
  前記検査工程は、前記基板に形成された前記第２パターンに基づいて前記複数のビーム
の検査を行い、
  前記形成工程は、前記検査工程での前記複数のビームの検査が行われた場合、該検査の
結果に基づいてパターンの形成を行うことを特徴とする物品製造方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数のビームでパターン形成を基板に行うリソグラフィ装置、および物品製
造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　複数のビーム（荷電粒子線等）でパターン形成を基板に行うリソグラフィ装置が知られ
ている。このようなリソグラフィ装置は、ビームに関する欠陥（ビームの特性またはブラ
ンキングに係る欠陥）が発生した場合に、パターン形成の欠陥の原因となりうる。特許文
献１は、個々の電子光学系に反射電子検出器を設け、個々の電子線の調整を行う描画装置
を開示している。また、特許文献２は、複数の荷電粒子線の照射により発光する蛍光体材
料を用いることによって、該複数の荷電粒子線の特性の情報を得る露光装置（描画装置）
を開示している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平１０－６４７９９号公報
【特許文献２】特開２００８－４１８９０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記のような欠陥の発生は、その要因は様々であり、また、そのタイミングは予測困難
である。従って、当該欠陥の検査は、できる限り高い頻度で、しかも、その検査が原因で
生産性（スループット）が低下しないように行うのが好ましい。
【０００５】
　本発明は、例えば、ビームに関する検査の頻度と生産性との両立の点で有利なリソグラ
フィ装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために、本発明は、パターンの形成を複数のビームで基板に行うリ
ソグラフィ装置であって、複数のビームを基板に照射する光学系と、光学系を制御する制
御部とを備え、制御部は、基板の第１領域に物品のための第１パターンの形成を行い、第
１領域とは異なる基板の第２領域に複数のビームの検査のための第２パターンの形成を行
うように、光学系を制御することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、例えば、ビームに関する検査の頻度と生産性との両立の点で有利なリ
ソグラフィ装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の一実施形態に係る描画装置の構成を示す概略図である。
【図２】ビームが正常、または欠陥がある場合に描画されるパターンを示す図である。
【図３】図２のビームに欠陥がある場合の描画パターンを抜き出した図である。
【図４】本発明の一実施形態に係る検査用パターンの一例を示す図である。
【図５】本発明の一実施形態に係る検査用パターンのその他の例を示す図である。
【図６】１枚の基板上に一実施形態に係る検査用パターンを描画した図である。
【図７】１枚の基板上に一実施形態に係る検査用パターンを描画した図である。
【図８】一実施形態に係る制御部の処理のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明を実施するための形態について図面などを参照して説明する。
【００１０】
（第１実施形態）
　まず、本発明の一実施形態に係るリソグラフィ装置について説明する。以下、本実施形
態に係るリソグラフィ装置は、一例として、以下のようなマルチビーム方式の荷電粒子線
描画装置（描画装置）とする。マルチビーム方式の荷電粒子線描画装置（描画装置）は、
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複数の電子ビーム（荷電粒子線）を偏向させ、電子ビームの照射のＯＮ／ＯＦＦを個別に
制御することで、所定の描画データを被処理基板の所定の位置に描画する。ここで、荷電
粒子線は、本実施形態のような電子線に限定されず、イオン線などの他の荷電粒子線であ
ってもよい。また、例えば、光ビーム（レーザービーム）を音響光学素子により適宜回折
させて制御することで描画を行う光ビーム描画装置としてもよい。
【００１１】
　図１は、本実施形態に係る描画装置の構成を示す概略図である。なお、以下の各図では
、被処理基板に対する電子ビームの照射方向にＺ軸を取り、Ｚ軸に垂直な平面内に互いに
直交するＸ軸およびＹ軸を取っている。さらに、以下の各図では、図１と同一の構成要素
には、同一の符号を付す。描画装置１は、電子銃２と、該電子銃２のクロスオーバ３から
発散した電子ビームを複数の電子ビームに分割、偏向、および結像させる光学系４と、被
処理基板を保持する基板ステージ５と、描画装置１の各構成要素の動作などを制御する制
御部６とを備える。なお、電子ビームは、大気圧雰囲気ではすぐに減衰するため、また、
高電圧による放電を防止する意味もかねて、制御部６とコンソール４０とを除く上記構成
要素は、不図示の真空排気系により内部圧力が適宜調整された空間内に設置される。例え
ば、電子銃２および光学系４は、高い真空度に保たれた電子光学鏡筒内に設置される。同
様に、基板ステージ５は、電子光学鏡筒内よりも比較的低い真空度に保たれたチャンバー
内に設置される。また、被処理基板７は、例えば、単結晶シリコンからなる基板であり、
表面上には感光性のレジストが塗布されている。
【００１２】
　電子銃２は、熱や電界の印加により電子ビームを放出する機構であり、図１ではクロス
オーバ３から放出された電子ビームの軌道２ａを点線で示している。光学系４は、電子銃
２側から順に、コリメーターレンズ１０、アパーチャアレイ１１、第１静電レンズアレイ
１２、ブランキング偏向器アレイ１３、ブランキングアパーチャアレイ１４、偏向器アレ
イ１５、および第２静電レンズアレイ１６を備える。なお、光学系４は、ブランキングア
パーチャアレイ１４の下流側に、第３静電レンズアレイ１７を備える場合もある。コリメ
ーターレンズ１０は、電磁レンズで構成され、クロスオーバ３で発散した電子ビームを平
行ビームとする光学素子である。アパーチャアレイ１１は、マトリクス状に配列した複数
の円形状の開口を有し、コリメーターレンズ１０から入射した電子ビームを複数の電子ビ
ームに分割する機構である。第１静電レンズアレイ１２は、円形状の開口を有する３枚の
電極板（図１では、３枚の電極板を一体で示している）から構成され、ブランキングアパ
ーチャアレイ１４に対して電子ビームを結像させる光学素子である。ブランキング偏向器
アレイ１３およびブランキングアパーチャアレイ１４は、共にマトリクス状に配置され、
各電子ビームの照射のＯＮ（非ブランキング状態）／ＯＦＦ（ブランキング状態）動作を
実施する機構である。偏向器アレイ（偏向器）１５は、基板ステージ５に載置された被処
理基板７の表面上の像をＸ軸方向に偏向する機構である。第２静電レンズアレイ１６は、
ブランキングアパーチャアレイ１４を通過した電子ビームを被処理基板７に結像させる光
学素子である。または、第２静電レンズアレイ１６は、基板ステージ５に設置された後述
する計測装置（電子ビーム計測装置、電子ビーム検出器）２０に対して元のクロスオーバ
３の像を結像させる光学素子である。
【００１３】
　なお、ブランキングは、本実施形態では、ブランキング偏向器アレイ１３およびブラン
キングアパーチャアレイ１４を用いて電子ビームを遮断することにより実施したが、これ
に限られるものではない。例えば、画素に印加する電圧を切り替えることにより電子（ビ
ーム）の反射と非反射とを切り替えるようなデバイスでは、当該非反射への切り替えがブ
ランキングに相当する。
【００１４】
　基板ステージ５は、６軸制御駆動が可能な構成であり被処理基板７を、例えば静電吸着
により保持しつつ、適宜、少なくともＸＹの２軸方向に移動可能とする基板保持部であり
、その位置は、不図示の干渉計（レーザー測長器）などにより実時間で計測される。例え
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ば、このときの分解能は、０．１ｎｍ程度である。また、基板ステージ５は、その電子ビ
ーム照射面に、電子ビームを計測する計測装置２０を備える。この計測装置２０の出力信
号（電気信号）は、電子ビームの変化に対する、電子ビームの強度分布の計測に用いられ
る。ここで、強度分布とは、電子ビームの形状、位置および強度を示す。これらの計測に
際しては、例えば、計測スリットを利用した計測方法が採用可能である。
【００１５】
　制御部６は、図1に示すように、描画装置１の描画に関わる各構成要素の動作を制御す
る各種制御回路と、各制御回路を統括する主制御部３０とを有する。各制御回路として、
制御部６は、不図示のレンズ制御回路と、ブランキング偏向器制御回路３１と、偏向器制
御回路３２と、検出器制御回路３３と、ステージ制御回路３４とを含む。まず、レンズ制
御回路は、コリメーターレンズ１０や各静電レンズアレイ１２、１６、１７の動作を制御
する。ブランキング偏向器制御回路３１は、制御部６内に含まれる描画パターン発生回路
、ビットマップ変換回路、およびブランキング指令生成回路により生成されるブランキン
グ信号に基づいて、ブランキング偏向器アレイ１３の動作を制御する。ここで、描画パタ
ーン発生回路は、描画パターンを生成し、この描画パターンは、ビットマップ変換回路に
よりビットマップデータに変換される。ブランキング指令生成回路は、ビットマップデー
タに基づいてブランキング信号を生成する。偏向器制御回路３２は、制御部６内に含まれ
る偏向信号発生回路により生成される偏向信号に基づいて、偏向器アレイ１５の動作を制
御する。
【００１６】
　検出器制御回路３３は、計測装置２０からの出力を受けて電子ビームの照射の有無を判
定し、判定結果を主制御部３０に送信する。さらに、検出器制御回路３３は、主制御部３
０を介して後述のステージ制御回路３４とも連携することにより、照射された電子ビーム
の特性を計測する。このときの計測項目は、例えば、電子ビームの形状、位置および強度
である。この特性計測では、検出器制御回路３３は、計測装置２０で検出された結果を主
制御部３０に送信する。また、ステージ制御回路３４も、その時点のステージの位置情報
を主制御部３０に送信し、偏向器制御回路３２も、その時点の偏向量（偏向幅）を主制御
部３０に送信する。そして、主制御部３０は、これらの各データに基づいて電子ビームの
形状、位置および強度を計算することになる。但し、ここで特性計測するビームは多数あ
るビームの中から全体のビームの特性を代表するとして選ばれた数本のビームとなる。理
由は、全ビームに対して特性計測を行うとすると、数万本～数十万本のビーム、１本１本
に対して計測を行う事になる。計測自体は不可能ではないが、それに要する計測時間を鑑
みると、基板７にパターンを描画処理する単位時間当たりの枚数に影響を及ぼす事になる
からである。
【００１７】
　ステージ制御回路３４は、主制御部３０からの指令であるステージ位置情報（位置座標
）に基づいて、基板ステージ５への指令目標値を算出し、駆動後の位置がこの目標値とな
るように基板ステージ５を駆動させる。このとき、上記干渉計が計測したデータは、ステ
ージ制御回路３４を介して主制御部３０にて処理され、再度ステージ制御回路３４に戻さ
れることで、基板ステージ５の位置の制御に用いられる。ここで、ステージ制御回路３４
は、パターン描画中は、被処理基板７（基板ステージ５）をＹ軸方向に連続的にスキャン
させる。このとき、偏向器アレイ１５は、干渉計による基板ステージ５の測長結果を基準
として、被処理基板７の表面上の像をＸ軸方向に偏向させる。そして、ブランキング偏向
器アレイ１３は、被処理基板７上で目標線量が得られるように、電子ビームの照射のＯＮ
／ＯＦＦを実施する。
【００１８】
　ここでは、不図示であるが基板上に配置されたパターン作成時に同時に作成されたアラ
イメントマークを計測する為のアライメント計測装置とその計測値から露光位置を計算す
る計算回路とがある。アライメント情報を利用する事で、基板上でデバイスパターン描画
領域と非描画領域がより正確にわかる事で、正確にビーム検査パターンの描画が可能にな
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る。
【００１９】
　図２は、ビームが正常な場合と、ビームに欠陥がある場合とにそれぞれ描画されるパタ
ーンを示す図である。ブランキング指令をＯＮにした時に基板上に描画するパターンを黒
丸で、ＯＦＦにした時の同パターンを破線の白丸で表している。ブランキング指令に対し
てビームが正常な場合には、全てのブランキング指令がＯＮの時は全て黒丸１００となり
、全てＯＦＦの時には全て破線白丸１１０となるパターンが基板上に描画される。もし、
ＯＮ／ＯＦＦの指令に対してビームに欠陥がある場合には、ＯＮ指令の時はＯＮにならな
い欠陥１０１が、図２の欠陥のある時のブランキングＯＮ指令のパターン描画１０５のよ
うに混ざり合って描画される。同様に、ＯＦＦ指令の時はＯＦＦにならない欠陥１１１が
、図２の欠陥のある時のブランキングＯＦＦ指令のパターン描画１１５のように混ざり合
って描画される事になる。
【００２０】
　なお、説明をし易くする為に、ブランキング指令がＯＮの時もＯＦＦの時も、「パター
ンが描画される」との表現を使っているが、実際の装置では、どちらかの指令の時には、
「何もパターンが描画されない。」事になる。また、ビームの検査項目は、上述したブラ
ンキング特性に限られるものではなく、強度分布の検査を行う場合もありうる。ここで、
描画するビーム検査パターンは、実素子パターンを描画する時と同じ描画の仕方で行う事
が望ましい。つまり、実素子パターンの描画を個々のビームの繋ぎ合せで行っているので
あれば、ビーム検査パターンは、ビームと１対１で対応するパターンで作るのが良い。ま
た、複数個のビームの重ね合せで行っているのであれば、ビーム検査パターンも複数のビ
ームの重ね合せで作るのがよい。
【００２１】
　図３は、図２のビームのＯＮとＯＦＦの時それぞれの、ビームに欠陥がある場合に描画
されるパターンの一例を抜き出した図である。例えば、基板上のデバイスパターン（第１
パターン）を描画しない空き領域に、図３のようにビームのＯＮとＯＦＦの時のビームパ
ターンを描画する事で、基板処理後に、この描画パターンを計測／検査し、ビームの欠陥
の有無が判断できる。
【００２２】
　図４は、本実施形態に係るビーム検査用パターン（第２パターン）の一例を示す図であ
る。ビームＯＮ／ＯＦＦの描画パターンをビームＯＮの描画位置に対して、Ｘ方向、Ｙ方
向にそれぞれビーム間隔の半分だけずらして描画するビーム検査パターン１２０である。
このように描画する事で、ビーム検査パターンを描画するのに必要な基板上の空き領域が
小さくて済み、また、ビーム検査をした時に見つかった欠陥とビームとの対応付けが容易
になる。特に、ビームが描画されないブランキング指令の時にビームが出てしまう様な欠
陥に対して、ビーム本数が数十～数百万本の描画装置では、欠陥検査の結果と実際のビー
ムの欠陥との対応付けは容易ではないため、この様な描画方法が重要となる。
【００２３】
　これまでの図では、すべてのビームをＯＮにした場合とＯＦＦにした場合のビーム検査
パターンの描画の例を説明したが、これに限られるものではない。例えば、図５のように
、１列毎にＯＮとＯＦＦで描画して、ＸＹ方向に半ピッチずらした位置で、今度は１列毎
にＯＦＦとＯＮで描画しても良い（ビーム検査パターン１２１）。即ち、１個のビーム検
査パターン毎に、ブランキング指令がＯＮの場合とＯＦＦの場合の２つの描画が行われて
いればビームの欠陥検査は可能であるため、ＯＮとＯＦＦの組み合わせに制約は無い。
【００２４】
　上述したように、ビーム欠陥の発生予測は不可能であるため、例えば、１枚の基板を描
画中にビームの欠陥が発生する事も考えられる。ここで、従来の構成で基板毎にデバイス
パターン描画の前後にビーム検査を行えば、仮に、ビーム検査の時間を短くできたとして
も、基板処理枚数の２倍分の回数のビーム検査の時間が必要になるため、生産性の低下は
免れない。これに対して、本実施形態によれば、デバイスパターン描画中のビーム欠陥の
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有無を保証するために、１枚の基板にデバイスパターン描画の開始時と終了時に、ビーム
検査パターンを描画する。そして、ビーム検査パターンに基づくビーム検査を描画装置と
は別の装置で実行しつつ、他の基板の描画を並行して行う。したがって、ビーム検査の結
果を待たずに、他の基板の処理を進めることができ、生産性の低下を抑制することができ
る。ここでは、まず、１枚の基板に描画されるデバイスパターンとビーム検査パターンの
構成について説明する。図６は、１枚の基板上にデバイスパターンの描画前後に検査用パ
ターンを描画した場合の一例を示す図である。円形の基板に対して矩形上のデバイスパタ
ーンを配置するため、基板の上下と左右にはデバイスパターンが描画出来ない空き領域（
ショット領域の配列の外側の周辺の領域）が発生する。その領域にビーム検査パターンの
描画行う。図６では、基板の上下の空き領域にブランキングＯＮ／ＯＦＦのビーム検査パ
ターン１２２、１２３を描画する例を示している。この例では、例えば、ビーム検査パタ
ーン１２２がデバイスパターン描画開始時に描画したパターンであり、１２２が終了時に
描画したパターンである。当然、その逆でも何ら問題は無い。また、基板の左右にも同様
の空き領域が生じるので、それを使用しても良い。
【００２５】
　また、一度に全てのビーム検査描画が可能な領域が基板上に確保出来ない場合もありう
る。このような場合は、例えば、図７のように、ショット５０とショット５０の間のスク
ライブラインと呼ばれるスペースに、ビーム検査パターンを描画する。全てのビームを一
つのスクライブラインに描画するスペースを確保する事は難しい。ここで、図７のように
、例えば、ビーム検査パターンをスクライブラインに合わせて幾つかのグループに分割し
、グループ毎に、ブランキングＯＮ／ＯＦＦのビーム検査パターン１２２、１２３をスク
ライブラインに描画する。図６の場合と同様に、この例でもビーム検査パターン１２２の
グループがデバイスパターン描画開始時に描画したパターンであり、ビーム検査パターン
１２３のグループがデバイスパターン描画終了時に描画したパターンである。図７の例で
は、横方向のスクライブラインへの描画の例を示したが、これに限られるものではなく、
例えば、縦方向のスクライブラインにビーム検査パターンを描画する事も可能である。そ
の場合には、ビーム検査パターンのグループ分けを、縦方向のスクライブラインに合うよ
うに縦方向でグループ分けする。
【００２６】
　次に、上述したように基板にデバイスパターンとビーム検査パターンとを描画した後の
処理も含め、制御部６の該基板に対する処理の流れについて、図８のフローチャートを用
いて説明する。まず、８０１で、制御部６は、これまで説明したように基板上にデバイス
パターンとその前後でビーム検査用パターンの描画を行う。次に、８０２で描画が終了し
た基板のビーム検査を行うために、検査装置に基板を送り出す。この時、基板は現像され
ていてもいなくても良い。また、ビーム検査を行う検査装置は、基板にパターン描画を行
った描画装置とは別の装置である。従って、基板への描画処理と並行して、ビームの欠陥
処理を行う事が出来る。制御部６は、８０３で検査装置が検査した結果を受け取り、８０
４で欠陥があったかどうかの判定を行う。判定の結果、欠陥がなかった場合は、８０８に
進み、基板に次の処理を行う。欠陥があった場合は、描画パターンの忠実性に影響がでる
可能性がある。具体的には、描画すべきパターンがパターンデータ通りに描画されなかっ
たり、描画しなくてよい所に描画してしまったりする。そのため、ビーム欠陥の影響があ
る状態で描画された基板はリワーク処理にまわされる。例えば、再度、描画処理を行う事
になる。このため、リワーク処理が多く発生すると生産性が低下する事になる。ここでは
、８０５で描画したデバイスパターンとビーム検査の結果から、基板のリワークが必要か
否かを判断する。例えば、ビームがＯＮしない欠陥があっても、そのビームがその基板の
描画に使われていなければ、当該基板のリワークは不要と判断出来る。制御部６が、８０
５の判断で基板のリワークが必要ないと判断した場合、８０８に進み、基板に次の処理を
行ってよいとの判断を行う。８０５の判断で基板のリワークが必要であると判断した場合
は、８０７に進み、基板のリワーク処理を行うべきであるとの判断を行う。本実施形態に
よれば、検査した基板とは別の基板への描画処理と並行してビーム検査が行われているた
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め、検査した基板から８０６のリワーク判断が終了した時点までに描画処理を行っていた
基板までをリワーク処理すればよい。また、８０４で欠陥があったと判定した場合には、
ビーム検査結果から、欠陥の影響を補償または低減するように、制御部６は、カラム、ス
テージ等の制御対象に指令を出す。ここで、制御部６は、欠陥の影響を補償または低減す
るように、例えば、描画データおよび描画シーケンス（手順）のうち少なくとも一方の変
更を行いうる。なお、ビーム検査とその結果欠陥があった場合のリソグラフィ装置での対
処（補償）とが基板を１枚描画する時間内で実施出来れば、リワーク処理が必要な基板は
２枚で済む事になる。
【００２７】
　以上のように、本実施形態によれば、装置コストがアップすることなくビームの検査に
要する時間で生産性が低下することを抑制し、かつ、高い頻度で検査が可能なリソグラフ
ィ装置を提供することができる。また、ビーム欠陥が発生した場合でも、必要最低限のリ
ワーク処理で済むため、ユーザーが求める最適な生産性と装置コストで基板を処理する事
が可能となる。
【００２８】
（物品製造方法）
　本発明の実施形態に係る物品製造方法は、例えば、半導体デバイスなどのマイクロデバ
イスや微細構造を有する素子などの物品を製造するのに好適である。該製造方法は、感光
剤が塗布された基板の該感光剤に上記の描画装置を用いて潜像パターンを形成する工程（
基板に描画を行う工程）と、該工程で潜像パターンが形成された基板を現像する工程とを
含み得る。さらに、該製造方法は、他の周知の工程（酸化、成膜、蒸着、ドーピング、平
坦化、エッチング、レジスト剥離、ダイシング、ボンディング、パッケージングなど）を
含み得る。本実施形態の物品製造方法は、従来の方法に比べて、物品の性能・品質・生産
性・生産コストの少なくとも１つにおいて有利である。
　なお、本実施形態では描画装置とビーム検査パターンを用いてビーム検査を行う検査装
置とは異なる装置としたが、これに限られるものではなく、描画および検査の両方が行え
る装置（システム）であってもよい。
【００２９】
　以上、本発明の好ましい実施形態について説明したが、本発明は、これらの実施形態に
限定されず、その要旨の範囲内で種々の変形および変更が可能である。
【符号の説明】
【００３０】
　１　　　描画装置
　６　　　制御部
　７　　　基板
　１０６，１１６，１２０～１２３　ビーム検査パターン
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